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熊本労働局ホームページの見方

支援パッケージの掲載場所



最低賃金額以上かチェックしましょう



どこまでが最低賃金の計算対象になるの？



ケーススタディ１ 月給制の場合



ケーススタディ２ 日給制と月給制の場合



動画で手続き方法や活用事例を確認しましょう

クリックした内容は、

次ページへ



業務改善助成金について
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